
食品安全関係府省食中毒緊急時対応マニュアル項目（案）

○ 緊急時における情報連絡体制

・情報連絡窓口の設置等による情報連絡体制の整備について

・食中毒による緊急事態等における情報連絡ルートの確立について

○ 緊急対策本部の設置

・食中毒による緊急事態における緊急対策本部の設置について

・食品安全行政に関する関係府省連絡会議及び幹事会の開催について

○ リスク管理機関からの食中毒報告

・リスク管理機関からの食品安全委員会への食中毒に係る情報の報告について

○ 食品安全委員会とリスク管理機関における情報の共有

・食品安全総合情報システムを活用した食中毒に係る情報の共有について

・食品リスク情報関係府省担当者会議等による情報及び意見の交換について

○ リスクコミュニケーションの実施

・食品安全委員会委員会とリスク管理機関とが連携して行う意見交換会の開催等に

ついて


